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シリーズ 移転価格税制

木村直人（税理士） ［著］

●平成28年度改正後の移転価格
　「文書化」に完全対応！

●移転価格「文書化」にあたって
　誤りがちなポイントや判断に迷う
　点を「注意ポイント」として各解説
　箇所において明示！

●国税庁からの公表資料も網羅！

移転価格「文書化」の「流れ」をつかみ、重要ポイントを
おさえて深く、正しく理解し、対応できる！

提出資料の記載要領も登載



　はじめに
1－1　OECD/G20・BEPSプロジェクトにおける移転価格税制に係る

文書化制度の整備に関する議論－行動計画13「多国籍企業の企
業情報の文書化」－

（1）  BEPSプロジェクトにおける問題意識
（2）  BEPSプロジェクトの意義
（3）  BEPSプロジェクト最終報告書の概要
（4）  BEPS行動計画13「多国籍企業の企業情報の文書化」
（5）  国別報告書（OECD移転価格ガイドライン改定案第５章Annex 

Ⅲ）
（6）  マスターファイル（OECD移転価格ガイドライン改定案第５章

Annex Ⅰ）
（7）  ローカルファイル（OECD移転価格ガイドライン改定案第５章

Annex Ⅱ）
1－2　BEPSプロジェクトを踏まえたわが国における移転価格税制に係

る文書化制度の整備（平成28年度税制改正）の内容
（1）  平成28年度税制改正前のわが国の文書化制度の内容
（2）  諸外国における文書化制度の導入
（3）  平成28年度税制改正後のわが国の文書化制度の概要

1－3　制度が運用開始するまでに準備しておくべきポイント（まとめ）

（7）　国別報告事項を提供期限までに提供しなかった場合の罰則
（8）　特定電子情報処理組織を利用する方法（e-Tax）による提供
◆参考資料
○「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項」の記載要領
○「国別報告事項（表１から表３）」の記載要領
○特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項等の記載
要領

2－2　事業概況報告事項（マスターファイル）の提供義務の創設
（1）  事業概況報告事項（マスターファイル）の提供義務の概要
（2）  事業概況報告事項（マスターファイル）の提供義務者
（3）  事業概況報告事項を提供すべき法人が複数ある場合の特例
（4）  提供開始年度
（5）  使用言語
（6）  事業概況報告事項を提供期限までに提供しなかった場合の罰則
◆参考資料
○「特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項」の記載要領

2－3　独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類（ローカ
ルファイル）の同時文書化義務の導入

（1）  同時文書化義務の概要
（2）  独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類
（3）  同時文書化義務の免除
（4）  同時文書化義務に係る書類の保存期間及び保存場所等
（5）  国外関連者が保存する帳簿書類の入手努力義務規定の削除
（6）  独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出

等がない場合の推定課税の要件の明確化
（7）  同時文書化免除国外関連取引に係る推定課税
（8）  同時文書化対象国外関連取引に係る同業者調査
（9）  同時文書化免除国外関連取引に係る同業者調査
◆参考資料
○国外関連取引の内容を記載した書類
○国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類

2－4　確定申告書別表の添付資料

2－1　国別報告事項（CbCR：Country by Country Report）の提供
義務の創設

（1）　国別報告事項の提供義務の概要
（2）　国別報告事項とは
（3）　国別報告事項に係る用語の定義
（4）　国別報告事項の提供義務
（5）　提供開始年度
（6）　使用言語
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取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて
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部申込部数
●定価3,240円（本体3,000円）　［コード057810］

申　込　書　〈第一法規刊〉

シリーズ 移転価格税制　「文書化」対応の重要ポイント

移転価格文書化（057810）2017.3 SE

目　　次
1　移転価格文書化制度の整備

2　移転価格文書化で求められる事項
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